
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             令和３年１０月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年３月３１日 ０７時４７分ごろ 

発生場所 和歌山県美浜
み は ま

町日
ひ

ノ御埼
み さ き

南方沖 

 紀伊
き い

日ノ御埼灯台から真方位１６６°２.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５０.５′ 東経１３５°０４.４′） 

事故の概要 貨物船第五十五進
しん

康
こう

丸は、北西進中、漁船金比
こ ん ぴ

羅
ら

丸は北進中、両船

が衝突した。 

第五十五進康丸は、船首部外板の擦過傷等を生じ、また、金比羅丸

は、船尾部の亀裂等を生じた。 

事故調査の経過 令和３年４月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第五十五進康丸、４９９トン 

１４０４６２、泊洋汽船有限会社（Ａ社） 

７６.０２ｍ×１２.１０ｍ×７.２０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１８年１１月２８日 

Ｂ 漁船 金比羅丸、１３.４２トン 

ＷＫ２－３１０３（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.９４ｍ（Lr）×３.６０ｍ×１.１４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７３kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５４

年３月３０日 

第２５２－２２０８３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７３歳 

   四級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和４８年３月３０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２９年６月２２日 

    免状有効期間満了日 令和４年８月２０日 

Ｂ 船長Ｂ ８０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５５年２月２７日 

    免許証交付日 平成３０年１月２２日 



- 2 - 

           （令和５年３月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板及び球状船首部に擦過傷 

Ｂ 船尾部に亀裂、マストに曲損、漁具に曲損及び折損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 波高 １ｍ、潮汐 高潮時、潮流 北流約０.５kn 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、空船状態で、令和３年３月３

０日１７時４５分ごろ、鳴門
な る と

海峡を経由する予定で岡山県倉敷
くらしき

市水島

港に向けて三重県津
つ

市津港を出航した。 

Ａ船は、紀伊半島に沿って航行を続け、３１日０７時３０分ごろ、

和歌山県御坊
ご ぼ う

市沖を約１２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で自動操舵により、北西進していた。 

船長Ａは、０７時４０分ごろ、前直者から船橋当直を交替し、本船

が予定通り、日ノ御埼沖を約１.０Ｍ離す針路であること及びＢ船を

含む複数の漁船を前路に認めた。 

船長は、３Ｍレンジのレーダー画面で確認したところ、Ｂ船が、左

舷船首方約１.２Ｍの距離で、船首を北方に向けて船尾から漁具を出

して底びき網漁をしており、Ｂ船の針路が、Ａ船とほぼ同じに見えた

ので、同じ針路速力のままでＢ船を左舷に見て通過できると思った。 

船長Ａは、定時に行う業務として、Ａ船の船舶動静報告書をＡ社及

び運航管理者へＦＡＸ送信することになっていたので、自動操舵のま

ま、操舵室の右舷後方で船尾方を向き、船舶の動静を記入してＦＡＸ

送信を行った。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

船長Ａは、ＦＡＸ送信終了後、船首方を向き直り、船橋当直を続け

ていたところ、０９時４５分ごろ海上保安庁から船舶電話により、Ｂ

船との衝突の有無を問い合わせる連絡を受けた。 

船長Ａは、海上保安庁の指示により、１２時５０分ごろ徳島県徳島

小松島港に接岸させ、Ａ船の船首部外板及び球状船首部に損傷が生じ

ていることを認めた。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、小型機船底びき網漁を行

う目的で、日ノ御埼沖の漁場に向け、０３時００分ごろ有田
あ り だ

市箕島
みのしま

漁

港の係留地を出航した。 

船長Ｂは、０６時００分ごろ日ノ御埼南方沖２Ｍ付近で２回目の操

業を開始し、東経１３５°０４′付近を経度線に沿って南進させて揚

船首方 

ＦＡＸ 

図１ Ａ船操舵室 



- 3 - 

網したのち、２回目の操業で漁獲があったので、２回目と同じ場所を

折り返すこととし、０７時２０分ごろ日ノ御埼南方沖４Ｍ付近から３

回目の操業を開始した。 

Ｂ船は、ヤリダシと称する約５ｍの鉄製の棒を両舷正横に張り出

し、水深約５５～６０ｍの海域において引き綱のワイヤ（径１１mm）

を約３００ｍ伸出させて約２kn で北進していた。 

船長Ｂは、操舵室で舵輪の後方に立ち、手動操舵により日ノ御埼灯

台を船首目標として、操船に当たっていた。 

甲板員Ｂは、３回目の操業を開始後、前部甲板で船首方を向き、座

った姿勢で‘漁獲物であるまだい
．．．

の腹部の空気抜き作業’（以下「本

件作業」という。）を行っていた。 

甲板員Ｂは、０７時４２分ごろ本件作業を終了し、操舵室の左舷扉

から操舵室に入り、前路を見て椅子に腰を掛けた。 

船長Ｂは、０７時４７分ごろ、前方の僚船の動きに注意するととも

に、網が引っ掛かる岩の場所をＧＰＳプロッターにマークしてあった

ので、画面を見て操船していたところ、Ｂ船が傾き、衝撃を受け、Ａ

船の右舷船首部がＢ船の右舷船尾部に衝突したことを認めた。（写真

１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲板員Ｂは、Ｂ船の漁具が右舷から左舷に曲がっていた状況及びＡ

船が衝突後も停船することなくＢ船の左舷方に向かい、航行を続ける

状況を操舵室の中で認め、携帯電話でＡ船の写真を撮った。 

船長Ｂは、甲板員Ｂの負傷状況及びＢ船の損傷状況を確認して所属

する漁業協同組合に携帯電話で連絡し、０８時００分ごろ海上保安庁

に本事故の発生を通報した。 

 Ｂ船は、自力航行可能であったが、引き綱の右舷ワイヤが切断して

おり、漁具を回収できなかったので、甲板員Ｂが左舷ワイヤをワイヤ

カッターで切断して漁具を本事故発生現場付近に残し、来援した巡視

写真１ Ｂ船ＧＰＳプロッター画面 

北緯３３°５０′ 

東経１３５°０４′ 

２回目航跡 

２回目えい
．．

網方向 

事故発生場所 

３回目えい
．．

網方向 

３回目開始位置 

岩の場所マーク 
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艇の指示で御坊市日高港に向かい、その後、箕島漁港に帰航した。 

 船長Ｂは、後日、僚船４隻の協力を得て漁具を回収した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真２ Ａ船、写真３ Ｂ船、付表

１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項  海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌（平成３０年３月発行）によれ

ば、紀伊水道周辺の概要について、次のとおり記載されている。 

 友ケ島水道を経て大阪湾へ、また、鳴門海峡を経て播磨灘へ通じて

いる。 

鳴門海峡～日ノ御埼を航行する船舶、友ケ島水道から南下してくる

船舶（中略）で複雑な見合い関係が生じる。また、この海域では、鳴

門海峡から日ノ御埼沖に向かう多数の小型船に出会うことがある。 

 船長Ａは、ＦＡＸ送信後、Ｂ船に対し、左舷船首方に見えなかった

ので通過したと思い、Ｂ船の動静を確認しなかった。 

 船長Ａは、衝撃の振動及び音を認めておらず、Ａ船がＢ船に衝突し

たことに気付いていなかった。 

船長Ａは、本船に乗船して１０年の経験があり、日ノ御埼沖を約１

Ｍ離して通過する予定針路をＧＰＳプロッターに表示させており、反

航船及び漁船の動静に注意し、危険を感じた場合に日ノ御埼の沖合に

変針する等して避航動作を採っていたが、安全に通過するまで確認し

ておけばよかったと本事故後に思った。 

Ａ社は、令和３年３月３１日０７時５６分、Ａ船の船位が０７時５

０分現在の船舶動静報告書をＦＡＸ受信していた。 

Ｂ船は、経度線に沿って操業を行い、１回の操業で約１時間えい
．．

網

し、漁ろうに従事していることを示す黒色の鼓型形象物を掲げてい

た。 

船長Ｂは、日ノ御埼付近において、経験上、貨物船等が１３５°０

０′の経度線付近に多いことを承知しており、同経度線付近での操業

では他船の接近に注意をしていたが、本事故時、Ｂ船が陸地寄りの１

３５°０４′付近で操業しており、貨物船等が陸地寄りを航行するこ

とがないと思い、周囲の確認を行っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、日ノ御埼南方沖を北西進中、船長Ａが、Ｂ船を左舷船首方

に認めた際、Ｂ船を左舷方に見て通過できると判断し、操舵室内で船

尾方を向き、船舶の動静報告書を記載及びＦＡＸ送信を行い、同じ針

路速力で航行を続けたことから、Ｂ船との接近に気付かず、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

船長Ａは、左舷船首方に認めたＢ船が、船首を北方に向けて船尾か



- 5 - 

ら漁具を出して漁ろうに従事中の船舶であり、Ｂ船の針路が、Ａ船と

ほぼ同じに見えたことから、Ｂ船を左舷方に見て通過できると判断し

たものと考えられる。 

Ｂ船は、日ノ御埼南方沖を北進しながらえい
．．

網中、船長Ｂが前方の

僚船及びＧＰＳプロッターの画面を注視して航行を続けたことから、

Ａ船との接近に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、網が引っ掛かる岩の場所を避けるように操船していたこ

とから、ＧＰＳプロッターの画面を注視していたものと考えられる。 

原因 本事故は、日ノ御埼南方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が北進

中、船長Ａが、Ｂ船を左舷船首方に認めた際、Ｂ船を左舷方に見て通

過できると判断して船尾方を向いて作業を行いながら、同じ針路速力

で航行を続け、また、船長Ｂが、網が引っ掛かる岩の場所を避ける目

的で、前方の僚船及びＧＰＳプロッターの画面を注視して航行を続け

たため、互いに接近していることに気付かず、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、乗組員に対し、船舶動静報告書記載及びＦＡＸ

送信について、船橋当直を引き継ぐ前の船橋に２人いる状態で行うこ

とを指導し、徹底することとした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船橋当直者は、航行中、漁労に従事している船舶の動静を思い込

みで判断することなく、継続的に確認すること。 

 ・船橋当直者は、日ノ御埼付近では、航路の変針点で複雑な見合い

関係が生じることを考慮し、見張りを強化し、十分に注意するこ

と。 

・船橋当直者は、航行中、底びき網漁に従事している船舶を認めた

際、漁具が周囲に伸出しており、操縦性能が制限されていること

を考慮して接近しないこと。 

・漁労に従事する漁船船長は、前路及び作業のみに集中することな

く、継続的に周囲の確認を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県 

紀伊半島 
鳴門海峡 

大阪湾 

紀伊日ノ御埼灯台 

淡路島 

本事故発生場所 

（令和３年３月３１日  

０７時４７分ごろ発生） 

Ａ船 

Ｂ船 

Ｂ船航跡 

Ａ船航跡 

３回目えい
．．

網開始 

船長ＡがＢ船を初認 

紀伊水道 

御坊市 

徳島県 
徳島小松島港 

日高港 

箕島漁港 
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写真２ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位 対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速度 

(kn) 北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

07:21:58 33-46-49.6 135-08-27.5 315.2 511 11.9 

07:30:27 33-48-04.0 135-07-05.7 318.3 511 11.9 

07:40:00 33-49-26.5 135-05-30.5 318.0 511 12.1 

07:40:56 33-49-34.8 135-05-21.2 316.4 511 12.1 

07:41:56 33-49-43.4 135-05-11.4 316.4 511 12.0 

07:42:56 33-49-52.0 135-05-01.3 316.6 511 12.1 

07:43:58 33-50-01.4 135-04-51.4 319.6 511 12.2 

07:44:57 33-50-10.4 135-04-42.1 317.6 511 11.8 

07:45:57 33-50-18.9 135-04-32.2 313.4 511 11.7 

07:47:27 33-50-31.8 135-04-17.3 317.7 511 11.7 

07:47:57 33-50-36.2 135-04-12.5 318.1 511 11.9 

07:48:56 33-50-44.8 135-04-03.3 318.1 511 11.9 

07:49:56 33-50-53.9 135-03-53.8 319.2 511 11.8 

07:50:56 33-51-02.9 135-03-44.7 319.8 511 11.9 

07:51:57 33-51-12.0 135-03-35.0 317.6 511 12.0 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、

船首から６３ｍ、船尾から１０ｍ、左舷から５ｍ、右舷から５ｍであった。 

また、船首方位及び対地針路は、真方位であり、船首方位が設定されていなかった。 

 

船尾方から望む 

Ａ社提供 

ヤリダシ 

マスト 


